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​１ 補助金の目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​この補助金は、電気料金等のエネルギー価格が高騰する中、多くのエネルギーを消費し​

​ている製造業に対して共同受電事業を実施する事業協同組合において、エネルギー消費量​

​の低減に資する設備の導入を促進し、持続可能な事業展開を支援することを目的としま​

​す。​

​２ 補助金の内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​（１）補助対象者​

​　　　市内に所在地を置き、主に製造業を対象とした共同受電設備を有する事業協同組合​

​であること。​

​（２） 補助上限額・補助率・補助対象事業について​

​①　補助上限額​

​3,000万円​

​②　補助率​

​５分の４​

​③　補助対象事業​

​　以下の要件のいずれも満たすものとします。​

​・　​​省エネルギーを目的とした設備​​を導入すること​

​・　申請する設備について、国や自治体が交付する他の補助金等の交付を受けてい​

​ないこと​

​・　補助対象者が自ら所有する設備であること​

​●「省エネルギーを目的とした設備」とは​

​下表のいずれかに該当するものを指します。​

​更新/新規​ ​パターン​ ​対象設備​ ​要件​

​更新​ ​Ａ​ ​受電関連設備​
​当該設備の損失電力量が年率10パーセント​

​以上低減することが見込まれること​

​更新​

​・​

​新規​

​Ｂ​

​ＥＭＳ​
​（エネルギーマネ​

​ジメントシステ​

​ム）​

​省エネルギーに資する、使用電力の自動的​

​な監視・制御等が可能であるシステム・機​

​器であること​

​Ｃ​ ​発電関連設備​

​自家消費を目的とし、かつ対象施設等のエ​

​ネルギー消費量を年率５パーセント以上低​

​減することが見込まれること​

​※蓄電池については発電設備と同時に設置するものを対象​

​とする​

​※電力買い取り制度（FIT、FIP）の認定を受けないこと​
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​●​​「年率 10パーセント（５パーセント）以上低減」の計算方法​

​次の算式により低減率を求めてください。​

​補助対象事業となるには、算定結果が、パターンＡの場合は10 以上、パターンＣの場​

​合は５以上となることが必要です。​

​算式​

​≪パターンＡ≫​

​１－​ ​導入する設備の年間損失電力量​ ​×100　≧　10​
​導入前の設備の年間損失電力量​

​≪パターンＣ≫​

​１－​

​発電関連設備導入後の施設等の​

​年間エネルギー消費量​
​×100　≧　5​

​発電関連設備導入前の施設等の​

​年間エネルギー消費量​

​＜年間エネルギー消費量を直接比較できない場合​​（更新前後で使用燃料が異なる場合など）＞​

​　年間エネルギー消費量を熱量換算し、上記算式で用いる年間エネルギー消費量として​

​ください。​

​※熱量換算のエネルギー消費量は、資源エネルギー庁ホームページ内の「エネルギー消​

​　費量（原油換算値）簡易計算表」などにより求めてください。　　​

​(​​https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factor​

​y/procedure/file/keisan_tool.xlsx​​)​
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​補足）想定される設備例は以下の通りです。​

​パターン​ ​設備例​

​Ａ​ ​変圧器、スマートメーター　など​

​Ｂ​

​主装置（計測制御主装置、ローカルサーバー、ロガー、主装置盤な​

​ど）、機械監視装置（生産量制御管理装置、設備稼働状況監視装置な​

​ど）、制御機器（制御用センサ、リレースイッチ、コントローラな​

​ど）、通信装置（モデム、ルーターなど）、モニター装置（監視用端​

​末、モニターなど）、ソフトウェア（導入拠点での需要予測、最適化​

​計算、最適制御機能など）など​

​Ｃ​
​高効率コージェネレーションシステム、太陽光発電システム、蓄電池​

​（発電設備と同時に設置する場合のみ）　など​

​補足）次に掲げる設備は、補助金の対象外となります。​

​・　中古品、リース品​

​・​ ​取得価額が 10 万円未満又は耐用年数が１年未満の消耗品　など​

​（３）補助対象経費​

​補助対象経費は、補助対象設備に係る以下の費目とします。​

​① 設備費：補助事業の実施に必要な設備の購入に要する経費​

​② 設計費：補助事業の実施に必要な設備に係る設計費やシステム設計費等​

​③ 工事費：補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費​

​補足）次に掲げる経費は、補助金の対象外です。​

​・　建屋等の建築物・外構等の工事費​

​・　既存設備やシステムの解体・撤去・処分・移設に係る経費​

​・　消費税及び地方消費税相当分​

​・　財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年11月27日大蔵省令第​

​59号）第８条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社から調達を​

​受ける場合（他の会社を経由した場合も含む。）の経費​

​・　補助事業者が自社（関連会社を含む）の技術等を調達する場合の経費​
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​・　振込手数料​

​・　その他市長が不適当と認める経費​

​（４）補助対象事業の実施期間​

​補助対象事業の実施期間は、​​交付決定日から令和９年１月５日（火）まで​​です。​

​●「補助対象事業の実施」とは​

​補助対象事業の実施とは、発注から納品・支払までのことを指します。​

​実績報告において、支出の証拠書類等の提出が必要です（「５ 実績報告書等の提出」​

​を参照）。補助事業完了後、14日以内又は令和９年１月５日（火）のいずれか早い期日​

​までに支出の証拠書類等を提出してください。​

​上記（４）の実施期間外に発注又は納品、支払した経費は補助対象外となります​

​のでご注意ください。​

​●​​「交付決定日」とは​

​補助金交付申請書等の審査後、市で交付決定を行った日のことをいい、市から申請者​

​へ送付する交付決定通知書に記載されている交付決定日を指します。​
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​３　申請書類等の提出　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　本補助金の申請を希望する場合は、以下の書類を提出してください。​

​　様式は、以下のページからダウンロードできます。​

​【URL】​​準備中​

​（１）提出書類​

​以下の①、②、④～⑨、⑫～⑰は必ず提出、③、⑩、⑪は必要に応じて提出してく​

​　ださい。​

​　　① 補助金交付申請書（様式 共－１）​

​　　② 事業計画書（様式 共－２）​

​　　③ 年間エネルギー消費量削減率等算定書（様式 共－３）​

​　　④ 収支予算書（様式 共－４）​

​　　⑤ 補助対象経費積算書（様式 共－５）​

​　　⑥ 宣誓書（様式 共－６）​

​　　⑦ 誓約書兼同意書（様式 共－７）​

​　　⑧ 補助対象設備のカタログ等（設備の仕様がわかるもの）​

​　　⑨ 見積書（申請時点で見積有効期限内のもの）​

​　　⑩ 補助対象設備の定価証明書​

​　　⑪ 年間損失電力（エネルギー消費）量の低減に関する根拠書類​

​　　⑫ 設備を導入する事業所の外観及び事業所内の写真​

​　　⑬ 更新前設備の写真（EMSまたは発電関連設備の新設の場合は設置予定場所の写真）​

​　　⑭ 組合パンフレットなど申請者の概要がわかる書類​

​　　⑮ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（３ヶ月以内に発行したもの）​

​　　⑯ 直近１期分の決算書​

​　　⑰ 市税の納税証明書（指名願用）（３ヶ月以内に発行したもの）​

​※必要に応じて、上記以外の書類についても提出を求める場合がございます。​
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​（２）公募期間​

​令和８年（2026年）７月６日（月）～９月30日（水）​​　​​17時必着​

​※先着順での交付決定となり、予算額に達した時点で公募を終了します。​

​（３）提出方法・提出先​

​申請をご希望の際は、事前に「製造業省エネルギー設備導入補助事業事務局」まで​

​お問い合わせください。提出方法（郵送またはメール）について、事務局より個別に​

​ご案内いたします。​

​【お問い合わせ先】​

​　製造業省エネルギー設備導入補助事業事務局​

​　ＴＥＬ：０５０－３５００－２１７７　​​≪受付時間≫　平日　９：００～１７：００​

​●「⑧補助対象設備のカタログ等」について​

​補助対象設備の外観や性能が記載されている書類を提出してください。​

​※製品紹介をしているホームページ画面のプリントアウトも可です。​

​●​​「⑨見積書」について​

​見積書を２者以上から徴取し、提出してください。​

​※見積書は申請時点で有効期限内であることが必要です。​

​※設備費のみの見積書など、一部経費のみが確認できる見積書ではなく、補助対象経​

​費の全てが確認できる見積書を提出してください。​

​●​​「⑩補助対象設備の定価証明書」について​

​２者以上の見積書を提出できない場合、補助対象設備の製造者から定価証明書を徴取​

​し、提出してください。​

​※「⑧補助対象設備のカタログ等」に定価が記載されている場合は、提出の省略を可​

​とします。​
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​●​​「⑪年間損失電力（エネルギー消費）量の低減に関する根拠書類」について​

​補助対象事業のパターン（Ａ又はＣ）に基づき、カタログ等の根拠書類を提出してく​

​ださい。​

​【カタログ等がない場合、又はカタログ等に記載されていない場合】​

​メーカーや納入業者から設備のエネルギー消費量を証明する書類（又は設備等の​

​エネルギー消費量の低減率を証明する書類。​​メーカー等による押印が必須​​）を発​

​行してもらい、根拠書類としてください。​

​＜「Ａ　受電関連設備」の場合＞​

​更新前設備の年間損失電力量がわかる書類、更新後設備（補助対象設備）の年間損失​

​電力量がわかる書類の両方を提出してください。​

​＜「Ｃ　発電関連設備」の場合＞​

​設備導入前の施設等における年間エネルギー消費量がわかる書類、設備導入後の施設​

​等におけるエネルギー消費量がわかる書類の両方を提出してください。​

​なお、設備導入による年間エネルギー消費量の低減がわかるものであれば、販売業者​

​からの提案書も可です。​

​●「⑯直近１期分の決算書」について​

​決算書は、貸借対照表、損益計算書を提出してください。​

​補足）交付決定について​

​・​​交付決定は、申請書類受理後、概ね10営業日程度を必要とします。​

​・​​補助金の交付を決定した事業者には、札幌市より「交付決定通知書」（様式 共－​

​８）、不交付を決定した事業者には「不交付決定通知書」（様式 共－９）を送付し​

​ます。​

​・​​事業計画等に補助対象外経費が含まれる場合は、申請額から減額して交付を決定する​

​ことがあります。​
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​・​​当補助金は予算の範囲内で交付するため、申請が多数の場合は、申請額から減額して​

​交付を決定することや、申請を受付できないことがあります。​

​４　変更手続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​補助金交付決定後、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、製造業省エネ​

​ルギー設備導入補助事業事務局へ事前にご連絡いただき、計画変更等承認申請書（様式 共​

​－10）を事務局あてに提出してください。​

​（１）補助事業等の名称、目的及び内容を変更しようとする場合。​

​（２）交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎を変更しようとする場合。​

​（３）導入設備の変更など、補助事業に係る事業計画書の内容を変更しようとする場合。​

​※補助事業の目的に変更をもたらすものではない場合（導入設備に変更がなく、当該設​

​備の価格のみが変更される場合など）で、補助事業の区分ごとに配分された額の10​

​パーセント以内の変更の場合は、当申請書の提出は必要ありません。ただし、交付決​

​定時と実績報告時で事業費が異なる場合は、軽微な額であってもその理由を書類で提​

​出してください（任意様式）。​

​（４）補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業等の遂行が困難と　​

​　　なった場合。​

​（５）補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合。​

​計画の変更に伴い、補助対象経費が増額となった場合には、交付決定した補助金の額を​

​増額することはできませんが、補助対象経費が減額となった場合には、減額後の補助対象​

​経費をもって補助金額を算定します。​
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​５　実績報告書等の提出　　　　　　　　　　　　　　　　​

​補助事業が完了（＝納品及び支払完了）後、以下の書類を提出してください。​

​　様式は、以下のページからダウンロードできます。​

​【URL】​​準備中​

​（１）提出書類​

​以下の書類全てを提出してください。​

​　　① 実績報告書（様式 共－12）​

​　　② 補助金精算書（様式 共－13）​

​　　③ 補助対象経費内訳書（様式 共－14）​

​　　④ 補助対象設備の台帳（固定資産台帳等）​

​　　⑤ 発注書又は契約書等​

​　　⑥ 納品書​

​　　⑦ 請求書​

​　　⑧ 銀行振込の証拠書類（銀行振込以外の場合は領収書）​

​　　⑨ 導入した設備の写真​

​　　⑩ 補助金振込口座の通帳​

​※必要に応じて、上記以外の書類についても提出を求める場合がございます。​

​（２）提出期限​

​補助事業完了後、14日以内又は令和９年１月５日（火）のいずれか早い日まで​

​（３）提出方法・提出先​

​　　  申請時のフォームから、提出書類をアップロードしてください。​

​　　　※原本を郵送いただく必要はございません。​
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​●「④補助対象設備の台帳」について​

​補助事業者が従前から備え付けている固定資産台帳、又は、補助事業のために新たに​

​整備する台帳に必要事項を記載の上、提出してください。​

​※取得年月日、補助対象設備の名称、型番、メーカー、数量、「製造業省エネルギー設​

​備導入補助金」による取得については、必ず記載してください。​

​●​​「⑤発注書又は契約書等」について​

​発注書・申込書・相手方の受注確認書・契約書等、発注や契約したことが確認できる​

​書類を提出してください。​

​※ファクシミリや電子メール、注文履歴画面も可です。​

​※書類には、補助事業者名、発注先名、発注内容、発注年月日が記載されている必要​

​があります。（契約の場合は、「発注」を「契約」に読み替えてください。）​

​●「⑧銀行振込の証拠書類」について​

​銀行振込明細書、振込金受取書、通帳の該当ページ（口座名義及び出金が確認できる​

​ページ）等、銀行振込を行ったことがわかる書類を提出してください。​

​※インターネットバンキング画面も可です。​

​※通帳の写しを提出する場合は、関係がない部分を黒塗りにして構いません。​

​※領収書の場合は、宛名、領収年月日、品名を全て記載してください。​

​６　補助金の支払　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​・​ ​補助金は精算払いとします。実績報告書を受領後、審査のうえ、補助金額を確定した​

​のちにお支払いします。​

​・​ ​額を確定した補助事業者には、札幌市より「補助金確定額通知書（様式 共－15）」を​

​送付のうえ、「実績報告書（様式 共－12）」に記載された口座あてに補助金を交付し​

​ます。​
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​７　その他注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​（１）財産の管理について​

​・​ ​補助事業により導入した設備は、善良なる管理者の注意をもって管理してください。​

​・​ ​取得価格又は効用の増加価格が 50 万円以上（税抜）の設備（以下「処分制限財産」​

​といいます。）は、次のとおり処分の制限を受けます。​

​　①　2028年から起算して、「総務省所管補助金等交付規則（平成 12 年総理府・郵政​

​省・自治省令第６号）」で定める耐用年数を経過するまでの間、譲渡・交換・貸​

​付・取り壊し・担保提供等の財産処分を行う場合は、原則、承認申請書を市へ提出​

​の上、市長の承認を得ることが必要です。​

​※処分制限財産の耐用年数が 10 年を超える場合は、10 年まで（令和 18 年​

​12 月 31 日まで）適用されます。​

​②　財産処分を行った場合は、補助金交付決定の取り消しや補助金返還の対象となりま​

​す。​

​（２）帳簿や書類の管理について​

​・​ ​補助事業に関係する帳簿や書類（経費支出関係書類、交付申請書類、実績報告書類、​

​市からの通知書類、台帳等）は、原則、令和 14 年３月 31 日まで保存しなければい​

​けません。なお、処分制限財産については、令和 14 年３月 31 日以降であっても、​

​耐用年数が経過するまでの間（最長 10 年）は、帳簿や書類の保存が必要です。​

​・​ ​補助事業に関係する帳簿や書類は、一般の書類と区別し、国や市からの求めがあった​

​際にはいつでも閲覧できるようにしてください。​

​（３）検査について​

​・​ ​補助事業の進捗状況や完了状況等の確認のため、国や市が実地検査に入ることがあり​

​ます。当検査により補助金の交付が不適切であると判断され、補助金の返還命令等の​

​指示を受けた場合は、これに従わなければいけません。​
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​８　お問い合わせ先　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　​​製造業省エネルギー設備導入補助事業事務局​

​　ＴＥＬ：０５０－３５００－２１７７​

​　​​　≪受付時間≫　平日　９：００～１７：００​

​　　※ホームページからもお問い合わせ可能です。​

​　　【URL】​​準備中​
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